
暮らしの情報

郵便局（市内４局）・加太出張所で、マイナンバーカードの申請ができます！

　（郵便局）
▶亀山郵便局（東御幸町22－３）
▶亀山井田川郵便局（井田川町501－６）
▶川崎郵便局（川崎町4940）
▶野登郵便局（両尾町1870）
　（公共施設）
▶加太出張所
※ 加太出張所での申請には、必要な書類
があります。詳しくは、戸籍住民グルー
プへお問い合わせください。

※ 市役所本庁または関支所でも、マイナン
バーカードの申請を受け付けています。

問合先 市民課戸籍住民グループ（☎84－5004）

　マイナンバーカードに使用する顔写真の無料撮影、申請書の記入補助などを予約不要
で実施しますので、マイナンバーカードの作成を希望する人は、ぜひご利用ください。

年金だより 「令和５年分公的年金等の源泉徴収票」が送付されます
市民課医療年金グループ（☎84－5005）　日本年金機構津年金事務所（☎059－228－9112）

　令和５年中に厚生年金保険、国民年金等の老齢または退職を支給事由とする年金を受給した人に、「令和
５年分公的年金等の源泉徴収票」が日本年金機構から送付されます。源泉徴収票は、所得税の確定申告に必
要ですので、大切に保管してください。

●発送予定日　令和６年１月中旬から順次発送
※ 「障害年金」や「遺族年金」は非課税のため、源泉
徴収票は送付されません。

●源泉徴収票の再交付について
▶電話での再交付申請
　 　『ねんきんダイヤル』（☎0570－05－1165）
または日本年金機構津年金事務所へご連絡くだ
さい。お問い合わせの際は、基礎年金番号をお知
らせください。

　※発送まで２週間程度かかります。
▶年金事務所での再交付申請
　 　年金手帳、年金証書または改定通知書など基
礎年金番号が分かる書類、本人確認書類（運転免

許証など）を持参の上、日本年金機構津年金事務
所で申請してください。原則として、後日郵送と
なります。
　※ 本人以外の人が代理で申請する場合は、上記
の書類のほかに、代理人の本人確認書類と委
任状（様式は日本年金機構ホームページ[ URL 
https://www.nenkin.go.jp/]からダウンロー
ド可）が必要です。

▶「ねんきんネット」による内容確認、再交付申請
　 　「ねんきんネット」では、いつでも源泉徴収票
の内容を確認し、再交付申請をすることができ
ます。
　※発送まで１週間程度かかります。

●申請受付の実施施設など
●受付日時　平日の午前９時～午後５時（予約不要）
　※ 土・日曜日、祝日、年末年始（12月29日～令和６年１月
３日）を除く

● 顔写真の撮影を行いますので、本人がお越しください。
15歳未満の人は、法定代理人と一緒にお越しください。
● 窓口での申請後約１カ月で、住所地に「交付通知書」が届
きます。本人確認書類等の必要書類を持参して、市役所
本庁または関支所でマイナンバーカードを受け取って
ください。
● 郵便局で申請された人には、市独自のキャンペーンとし
て進呈するQUOカード（1,000円分）の代わりに粗品を
進呈します。

●郵便局等で申請できる人（次のすべてに該当する人）
①亀山市に住民登録がある人
②マイナンバーカードを新規に申請する人
③申請後２カ月以内に市外へ転出予定のない人

亀山市民の約85％の人がすで
にマイナンバーカードを申請済み
です。マイナンバーカードがあれ
ば、コンビニで住民票等の証明
書が取得できるなど便利です。
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